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第
一
条
　
裁
判
所
の
予
備
金
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、

こ
れ
を
管
理
す
る
。

第
二
条
　
裁
判
所
の
予
備
金
を
支
出
す
る
に
は
、
事
前

に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判

官
会
議
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。
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